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○更田委員長 

 それでは、これより第53回原子力規制委員会として、原子力規制委員会と東京電力ホー

ルディングス株式会社経営層との意見交換を行います。 

 原子力規制委員会では、平成26年10月から原子力事業者の経営責任者と定期的に意見交

換を実施しています。 

 本日は、その一環として、東京電力ホールディングス株式会社との意見交換を行います。

昨年（11月６日）、第40回原子力規制委員会定例会議において議論があった東京電力福島

第一原子力発電所（1F）の廃炉のリソース、人的資源を投入することについて、東京電力

の御意見を伺うために、小早川社長、牧野常務に加えて、小野廃炉・汚染水対策最高責任

者（CDO）に出席していただいています。 

 小早川社長と牧野常務は２回目、小野CDOは初めてとなります。前回は、ちなみに、平成

30年５月30日でした。 

 それでは、まず、東京電力より現在の取組について、簡単に御説明いただきたいと思い

ます。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 東京電力ホールディングス社長の小早川でございます。 

 本日は、当社の原子力安全の向上に向けた取組につきまして御説明させていただく機会

をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 当社は、福島第一原子力発電所の事故の当事者として、事故の反省と教訓を生かし、原

子力安全の向上に日々取り組んでいるところでございます。 

 本日、今、更田委員長からありましたテーマに加えて２点、全体で３点について、資料

に基づき御説明させていただきたいと思います。 

 それでは、（１ページの）今日の御説明事項の３点でございますが、「１．福島第一原

子力発電所のトラブルへの対応」、２点目が「２．原子力規制委員会に回答した７項目へ

の取組み」の状況について、３点目は「３．新検査制度における使用前検査に向けた取組

み」についてと、この３点でございます。 

 まず１点目の「１．福島第一原子力発電所のトラブルへの対応」でございます。 

 ３ページでございます。最近発生いたしましたトラブルの事例ということで、主なもの

を５点列記させていただきました。これは今年度に発生したトラブルの代表事例でござい

ます。１点目が電気品室内における靴の未着用。２点目が、これは、イエロー、グリーン、

ブラック（※正しくはレッド）と（管理対象区域の）色を変えている、（エリア間を移動

する際）黄靴の履き替え時の足裏の汚染。それから、３点目が、５、６号機送電線（双葉

線１号）の発煙事象。それから、４点目が、管理対象区域における飲料水の摂取。５点目

が、充填作業、これはタービンビル（タービン建屋）のモルタル充填作業ですけれども、

これに対する隣接エリアへのモルタル漏出という事案がございました。 

 特に双葉線１号の発煙と、管理対象区域における飲料水の摂取は実施計画（福島第一原
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子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画）違反となったものでありまして、重大な事

案と受け止めております。 

 次の４ページで、これらの代表的な事故トラブル事例について、社内で分析、検討いた

しました。分析しました結果、共通の要因が存在していると抽出されました。１点目が、

現場の事前確認が不十分であり、リスクの抽出ができていなかったこと。それから、当社

の管理が現場の変化に追いついていないこと。また、現場の細部において、確認すべきと

ころを確認できていなかったこと。また、当社と協力会社（協力企業）が双方協働して、

チームアップして、現場／現物の確認をするなどの手順書の作り込み等が十分に行われて

いなかったということで、これらは共通しまして、現場／現物を徹底的に把握できていな

かったことが共通の課題、弱点であると評価させていただきました。 

 次の５ページは、福島第一原子力発電所に常駐いただいております（福島第一原子力規

制）事務所からの御指摘でございます。４点ございました。現場に目が行き届いておらず、

トラブルが多発していること。それから、東京電力職員に時間的、さまざまな余裕がない

こと。放射線管理（放管）のトラブル、不適合管理、業務管理に課題がある。また、リソ

ース確保と適正配分ができていないことなどから、そもそも人手が足りていないのではな

いかといった御評価をいただいたと。これも先ほどの繰り返しになりますが、御指摘のと

おり、現場／現物をしっかり把握できていない、しっかり把握できるような体制となって

いないことが背後にあると認識しております。現場からは、「忙しい」、「負担感がある」

といった声が上がっており、これは特に一部の者に業務判断が集中し、現場／現物や部下

に対しての目配りが行き届いていないことなども一因ではないかと推定しております。 

 ６ページに行きます。一方、福島第一原子力発電所でさまざまな工事、作業が行われて

おりますが、事故トラブルが発生していなかった事例もございます。その一例が、カイゼ

ン活動として取り組みましたフランジタンク解体工事でございます。こちらは、大成建設

と協働して、作業員の動き、手順、使用している工具等をひとつひとつ確認して、カイゼ

ンのアイデアを具体化し、必要に応じて新しい装置も開発いたしました。この結果、作業

の効率化も進みまして、作業員の被ばくの低減、また無事故・無災害を実現している事例

でございます。 

 続きまして、７ページに、このトラブルが発生しなかった事案について、少し御説明申

し上げますが、この事例の特徴としましては、現場／現物の把握と協力企業との協働が実

現できているということでございます。こちらに（右下に）記載しておりますけれども、

今の状態を「おもてひょうじゅん」と言って「表準」としていますけれども、このスター

トから、さまざまな作業を分解して、その問題点やムダ、これはこの解体工程だけではな

くて、その前後工程も含めて、しっかりと全体の工程を見渡した問題点を抽出して、真因

を追求しながらカイゼンする。それをまた標準化して、プロシージャー化して、定着しな

がら、これを繰り返し繰り返し高めていくと、こういう活動をしております。このカイゼ

ン活動は、徹底的な現場／現物の把握と、協力企業との協働を前提としている活動でござ
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いまして、カイゼン活動に取り組むことが、総体的には事故トラブルや品質の向上といっ

たものにもつながると考えております。 

 次の８ページに、これは1Fだけでなく、今後の原子力全体に対する安全・品質向上に向

けた基本的考え方としまして、現場／現物を徹底的に把握することと、その能力の向上が

重要なテーマだと考えております。プロジェクトを開始するとき、これは日々の仕事もそ

うですし、大きなプロジェクトもそうですけれども、こういったプロジェクトマネジメン

トのかなり早い段階から、協力企業、社員とともに、各プロセスで必ず現場／現物を確認

していくという作業、また実際の作業に入るところでは、現場をしっかりとオブザベーシ

ョンする、マネジメントできるような体制を作っていく、この能力を向上させていくこと

が重要だと考えております。これらの取組と実効性は、プロジェクトマネジメント室と廃

炉安全・品質室が確認していきたいと考えております。 

 その意味で、次の９ページに、私どもとしては、現場重視の観点から、今後、組織改編

に合わせて、東京（本社）から福島第一原子力発電所へ要員をシフトしてまいりたいと考

えております。規模としては70～90名規模、特に品質安全の部門と、それから、プロジェ

クトマネジメントオフィスの部門、いずれにしても机上で確認する部分と現場が離れてい

ることが非常に大きな課題だと認識しておりますので、できるだけ現場に近いところで、

ハンズオンでしっかりと確認できるような体制、指導できるような体制を構築してまいり

たいと考えております。 

 また、放射線管理の分野など、新たに発生したり、拡充したりする業務につきましても、

今後適切に増員してまいりたいと考えております。組織改編により、プロジェクト業務と

定常業務の兼任状態を基本的には解消していきながら、各ミッションに集中できる環境作

りも重要だと考えております。こういった観点から人員の強化を図ってまいりたいと考え

ております。 

 10ページはカイゼンのプロセスで、繰り返しになりますので割愛させていただきます。

御参考としていただければと思います。 

 次の大きな項目としまして、原子力規制委員会の御質問（基本的考え方（平成29年７月

10日原子力規制委員会資料））に対して御回答（平成29年９月20日原子力規制委員会資料

１別添２）させていただきました７項目への取組でございます。 

 ７項目につきましては、私、社長が、各組織、これは本社各部、それから、各発電所で

展開している（ところで）、この資料に記載のとおり、着実に取り組んでいるところでご

ざいます。個別の具体的な取組につきましては、少し補足させていただきますけれども、

２年前から、何ができて、何ができていないのか、PDCAを回し、約束したことをしっかり

と継続的に進めてまいっております。今後はその７項目の取組を要約した内容を原子力事

業者の基本姿勢として（柏崎刈羽原子力発電所の）保安規定に定め、将来にわたって取り

組むことを明確にしてまいりたいと考えております。 

 少し中身について解説させていただきます。まず、福島第一原子力発電所の廃炉を進め
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るに当たっては、地元はじめ関係者の御理解を得ながら、廃炉を最後まで主体性を持って

やり遂げていくという内容でございます。大きくは３項目で、中期的リスク低減を目標マ

ップ（東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ）に基づいて着実

に廃炉を進捗させております。１点目が３号機の使用済燃料取り出しの開始、１、２号機

の排気筒の解体、さらには燃料デブリの取り出しに向けた炉内の調査などでございます。

また、大きく２点目は、風評被害に対する行動計画を策定し、これを順次取り組んでいる

ところでございます。また、大きく３点目でございます。これは今、検討中でございます

が、復興と廃炉の両立に向けた地元企業の参加及び人「財」育成の仕組み作りを今後重点

的に進めていく必要があると考え、社内で検討しているところでございます。 

 次の13ページでございます。大きく２点目で、「２．福島第一原子力発電所の廃炉をや

り遂げるとともに、柏崎刈羽原子力発電所（KK）の安全対策に必要な資金を確保していく。」

ということでございます。１点目の福島第一原子力発電所につきましては、廃炉資金を廃

炉等積立金制度にてしっかりと確保しております。また、柏崎刈羽原子力発電所の安全対

策への投資につきましても、経営計画に反映し、必要なものはしっかりと確保しておりま

す。 

 次の３点目、「３．安全性をおろそかにして経済性を優先することはいたしません。」

ということでございます。これは文字どおり、書いてあるとおりでございますけれども、

特に社長の私をトップとする原子力改革特別タスクフォースを通じて、安全の意識、技術

力、対話力の向上についての改革を、これも社外の専門家の方からの御意見も伺いながら、

しっかりと改革を進めております。また、原子力安全監視室（NSOO）、内部の組織でござ

いますけれども、このNSOOから安全意識の浸透、業務プロセスの実行などの状況について

オーバーサイトをいただき、それを取締役会及び執行役会に助言して、これをしっかりと

経営の中で取り組んでいるところでございます。 

 ４点目が、「４．世界中の運転経験や技術の進歩を学び、リスクを低減する努力を継続

していく。」ということでございます。国内外の運転経験の情報・重大事故の学習、特に

OE（運転経験）、SOER（重要運転経験報告書）の情報については、WANO（世界原子力発電

事業者協会）、JANSI（原子力安全推進協会）を経由していただくものなども含めて、社内

でしっかりと共有し、研修しております。また、昨年の４月からでございますけれども、

日々の作業に対してリスクを確認し、それを体系化して確認する仕組みとして、統合的な

リスク管理の仕組みを導入して運用開始しております。また、ハザード分析による、これ

は設計を超えるハザードへの対処ということで、常に新しいリスク情報に照らして、必要

なものであれば検討し、実行していくものでございますが、例えば、例としましては、千

島沖地震の切迫性などに鑑み、1Fで津波に対する防潮堤増設などの対応を実施しておりま

す。 

 ５点目が、「原子力発電所の安全性を向上するため、現場からの提案、世界中の団体・

企業からの学びなどによる改善を継続的に行っていく。」ということで、現在、前回も紹
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介させていただきました「安全向上提案力強化コンペ」で現場の気付き（の掘り起こし）

を実施しておりまして、今年度も270件程度の提案内容について展開しているところでござ

います。また、PRA（確率論的リスク評価）の国際的な水準の実現を目指して、現在、BWR

（沸騰水型原子炉）としては、KKの方でPRAのモデルを構築中でございます。これらさまざ

まな取組をして、継続的な改善を、世界からの学びに応じて実施しているところでござい

ます。 

 それから、６点目、「社長は、原子炉設置者のトップとして原子力安全の責任を担って

いく。」と。元々原子力規制委員会からいただいたのは、責任の所在を変更することを意

味することではないですねという御質問でありましたけれども、まず、福島第一原子力発

電所の廃炉も、KK、2F（福島第二原子力発電所）の原子力の事業も、すべからく私がトッ

プとしてということで、ライセンスの変更を今は念頭には置いておりませんが、特に原子

力の安全・品質に係る重要な課題については、私自ら強く関与し、現場／現物主義で抜本

的な課題解決を行えるように組織を指導してまいりました。 

 また、７点目の「７．良好な部門間のコミュニケーションや発電所と本社経営層のコミ

ュニケーションを通じて、情報を一元的に共有していく。」ということで、対応活動など

もそうですが、抜本的には、ひとつひとつのものを現場／現物という形で、カイゼン活動

をしっかりと定着させていくことが重要だと、今、考えております。 

 それから、大きく３点目の「３．新検査制度における使用前検査に向けた取組み」につ

いて御説明させていただきます。 

 まさしく柏崎刈羽原子力発電所、今、工事計画の手続、認可の手続とともに現場の工事

を進めているところでございますけれども、特に新検査制度（原子力規制検査）、１つ目

ということで、私どもとしても、これが実効性のあるものになるようにしっかり取り組み

たいと考えております。特に新検査制度は、従来のコンプライアンスベースの監視・評価

という規制の視点から、事業者、私ども自らの主体的かつ継続的な安全性向上の活動に対

して、パフォーマンスベースのリスク情報を活用して監視・評価いただく仕組み、事業者

の主体的な取組を促す規制になるものと認識しております。柏崎刈羽原子力発電所７号機

につきましては、安全対策工事の進捗に合わせて採取したデータを基に検査記録を作成す

るなど、使用前事業者検査の段取りを効率よく進めてまいりたい、計画的に進めてまいり

たいと考えております。この辺りにつきましても、本当にこの新検査制度が実効性の高い

ものとなるように、我々も精いっぱい努力してまいりますので、引き続き御指導、よろし

くお願いしたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○更田委員長 

 私たちとの関心とも重なるお話だったと思いますので、３つの点、まず、何と言っても

１つ目の点（「１．福島第一原子力発電所のトラブルへの対応」）について、少し意見交

換をしていきたいと思います。順番に少しずつやっていこうと思いますけれども、私から、
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１点目のところについて申し上げますけれども、パワーポイント（資料）で言うと３ペー

ジ目に、代表的な事例としているのですけれども、そもそも、何かこれは手を打たないと

いけないのではないかと思わされた発端になったのは、３号機での使用済燃料の取り出し

に係る機器を設置しているときに、例えば、象徴的なのは電圧設定ミスですね。出荷時、

工場検査、現場での据付。確かに、私、現場も見に行きましたけれども、見えにくいとこ

ろに設定のものがあってというのはあるのだけれども、それにしても、ずさんと言わざる

を得ない。ですから、調達をする際に、製造、そして検査するところとの、まさにここで

の言葉で言うと「協働」ができていないですね。 

 それから、ケーブル類の風雨対策。元々外で使うものだということは分かっていたのだ

けれども、風雨対策がとられていなかった。 

 ３号機の使用済燃料取り出しは非常に大きな問題だと、チャレンジだということは分か

っていたにしては、どうしてこんなにずさんなことが続くのだろうと思っていたところに、

ここで代表的とそちらから挙げられた５つの中で言うと、私は人手不足という考えに至っ

たのは、双葉線のケーシングのアースのミスなのですけれども、これも何ていいますかね、

電気事業者、別に福島第一原子力発電所に限らないはずで、あれだけ他の施設もあれば、

グリッドも持っている電力会社がどうしてこんなミスをするのだろうと。 

 これも見に行っていれば、アースが取れていなかったという話ですので、現場で確認を

していればという話なので、これは人手不足以外、考えにくいだろうと。それで記者会見

の場等や原子力規制委員会で、そもそも人手が足りていないのではないか、そこで原子力

規制庁の現地事務所（福島第一原子力規制事務所）の小林所長に来てもらって、彼が日常

的に感じている感触を聞いたら、やはり人手不足という言葉は否めないと。そこで具体的

な対応と。 

 今日いただいた回答の中で、ストレートなのは70～90名という規模が示されていますけ

れども、東京電力職員の増員を1Fに対して行うことが一つの回答だと思うのですが、もう

一つは、ここで言われている「カイゼン活動」というものが、トラブルが続いている現場

に対して、こういった活動を進めることが、前向きのといいますか、正しいインセンティ

ブを送る内容になっているのかということなのですね。トラブルを起きにくくするという

意味で、いわゆるPDCAのようなものを回すというのは、これはよくある手法ではあるのだ

けれども、実際にトラブルが起きている現場に対して、仕事に取り組んでいる環境である

とか、状況が、これによって、それこそカイゼンされるというシグナルといいますか、動

機付けを送るべきだと思うのですね。今まで２人でやっていたところが３人になるからと

言ったら、これは非常に明確なメッセージになりますね。このカイゼン活動というのが本

当に前線で、現場で働いている人たちで、そしてトラブルが起きてしまった現場に対して、

カイゼン活動を進めるからというのが、現場は、「よし、これで仕事がしやすくなる」と

か、平たく言えば、「よし、これで楽になる」、「きつ過ぎるところが楽になる」って、

そういうメッセージに果たしてなり得るのかというのが、説明を伺って疑問に思ったとこ



9 

 

ろです。いかがでしょうか。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 最後のところから申しますと、原子力に限らず、当社の電気事業は安定供給を担う現場

もありますし、火力発電の現場もありますけれども、すべからくカイゼン活動は、現場の

当社の技術系の職員の能力を刺激しております。これは協力会社と一緒に取り組むという

ところが、いわゆるチームアップして取り組むことが非常に意義があることだと思ってお

ります。私どもが取り組みたいと考えているのは、いわゆる大きな意味で内製化をしてい

くということだと考えておりまして、これまでは、全てがそうであったとは言いませんけ

れども、やはり発注者と受注者みたいな関係性の中で仕事がこなされてきたのではないか

と考えているところもございます。そうした観点で、お互いの役割を認識しながら、全て

が私どもの社員で作業が完成できるものではないですけれども、どこかで溝ができやすい

部分が、発注側、監理側と現場側という関係性ではないかと考えておりますので、これを

一緒にやっていくということは、現実に課題もございますが、うまくいっている事例が非

常に多くなってきておりますので、この事例を生かしていきたいと考えております。 

 インセンティブというのは、さまざまなインセンティブがあると考えておりますけれど

も、特に参加いただいた協力会社には、こういったものに一緒に取り組んでいます協力会

社を含めて、しっかりとそうした効率化をしたり、安全性を高めたりといったものに対し

ての成果に対するインセンティブを作っていくことが重要だと思っています。また、この

過程で私どもが進めている人「財」育成も幅を広げて、今後、地元の皆様とも一緒に、し

っかりと廃炉事業を完遂していかなくてはいけないのですけれども、能力の向上であると

か、研修であるとか、こういった技術力の向上みたいなものも共有して取り組めるような

体制を作っていきたいと考えております。 

 全体に戻って、３号機のオペフロ（オペレーションフロア）の電圧ミス、それから、ケ

ーブルトラブル、さまざまな、本当に、現場合わせの前に何を見ていたのだとおっしゃら

れても、私も本当に同じ気持ちでおりますけれども、それから、その次のアースの取り方

のところ（５、６号機送電線（双葉線１号）の発煙事象）も含めてなのですけれども、共

通して言えることは、やはりハンズオンで、うちの監理の人間が一緒に中身を全部確認し

て、品質管理も含めて行っていたかということが原点にあるのではないかと見ております。

単純に人が少ないという、これは能力も含めたと思うのですけれども、能力のある人間が

しっかりと適切な段階で適切な監理、もしくは作業、リスク予見みたいなものに対して、

しっかりと体系立ってコミットできていたのかということが非常に課題だったと考えまし

て、３号機のオペフロは私も相当問題意識を感じて、特に重要な機能部品というよりも、

全体のシステムに対して、周辺部品という捉え方を当時、担当者がしていて、だけれども、

電気がなくても、制御がなくても、これは動かない。動かないということ自体は非常に問

題だということで、全体のシステムをきちんと責任を持ってプロジェクトの中で見ている

ということができていなかったということが、やはり非常に大きな問題だと感じましたの
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で、ここは担当者を含めて強化して、本当にモックアップの段階からしっかりとハンズオ

ンでできるような状態を作っていくことが重要と、３号機のオペフロのときは少し仕組み

を作り直して、人材も強化したところでございます。ただ、同じことがたびたび起きて、

プロジェクトごとに、こっちはできたけれども、こっちはできないということが頻繁に起

こるようになりましたので、全体的なポリシーとしては、現場／現物主義を徹底していく

ことの大きなポリシーの中で、人を強化していくことが重要と我々は結論付けたところで

ございます。 

○更田委員長 

 私のところで余り続けるのはよくないのですけれども、おっしゃったことに関して率直

な印象といいますか、感想を申し上げると、「人の強化」って盛んにおっしゃりますね。

それから、現場の能力の問題。トラブルの発生であるとか、不具合を能力という言葉に帰

結させてしまうと、現場に対して本当に前向きなインセンティブを与えていることになる

のか。Ａという人だったらきちんとできたけれども、今の現場だったら、こういった不具

合が起きたと。もちろん個々の能力を上げることは、廃炉以外のものについても当然のこ

とではあるけれども、今の福島第一原子力発電所の現場に対しては、もっと分かりやすい

シグナルを送ることが必要なのではないか。私はここで分かりやすいシグナルというのは、

単純に70～90名増やしますということだと思っています。規模の問題というのは作業量と

の関連だから、人数について詰めようとは思わないけれども、トラブルが起きてしまった、

それは現場の能力が足りなかったからだという分析というのが、その現場に対して前向き

のインセンティブを送ることになるでしょうか。私は現場ってもっと苦しいのだと思って

いて、今の福島第一原子力発電所に行くたびに思いますけれども、現場は、要するに、能

力を上げろ、もっと頑張れと言われていることですね。トラブルはどうしても起きてしま

うと思います、細かいトラブル。そのトラブルが起きてしまって、その責任なり、発生原

因について詰められている現場が、「能力がもっと高かったら、こんな不具合は起きなか

ったのに」と言われることが、その現場にとって前向きの動機付けになるのか、そこを私

は疑問に思います。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 私どもで御説明させていただいている８ページがまさしくそうなのですけれども、一人

一人、全員に完全な能力を、これは私も含めてなのですけれども、求めるというよりは、

プロセスの中でそれを築き上げていきたいということで申し上げたつもりです。設計の段

階、非常に早い段階から、きちんとそのリスクを認識して、それを盛り込んでいくと。こ

ういった中で、いずれにしても、現場をしっかりと見るタイミングが、ある種遅いという

ことなのではないか。更田委員長がおっしゃる、まず現場が非常に苦労しているというの

は私も認識しておりますし、これに付随して、結局、さまざま現場確認している人もいま

すけれども、それがまた文書で伝えて、会議をしてと、こういうプロセスもなかなか時間

を取らせる原因にもなっているので、なので、しっかりと安全品質部隊、監理部隊が現場
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に一緒になって取り組んで、早い段階からリスクや、やる段取りを共有しながら品質を高

めていくという活動に切り替えていきたいと、こういうことを申し上げたかったものでご

ざいます。 

○更田委員長 

 これくらいでやめますけれども、苦しい戦いを前線で戦っている兵士にとっては、最も

前向きのインセンティブが与えられるのは、兵力の増強ですよ。「もっと弾が当たるよう

に訓練プログラムを作るから」とか、「もっとよく狙って撃て」と言われているみたいな

感じがするのですけどね。私は非常に分かりやすいシグナルを現場に対して送ってほしい。

それは、「新たな兵力を、人を送るからな」ということだと思っています。ですから、今

日いただいた御回答、先ほども申し上げましたけれども、本社からの増強というのはきち

んと見ていただきたいと思います。 

 少し長くなったので。（委員に向かって）順番に行きますか、それとも手を挙げてもら

いますか、どうしますか。では、田中委員。 

○田中委員 

 言いたいことの半分ぐらい、更田委員長から意見があったところですけれども、気にな

ったのは、「現場／現物主義」（15ページの６．の✓）という言葉と「要員と組織の充実」

（９ページ）という言葉があったのですけれども、大事なのは、そのバックにある重要な

ことが何なのかがよく分からなかったのですね。今、意見交換の中でだんだん分かってき

たところはあるのですけれども、言葉だけで走ってもいけないし、本当に現場が何を苦労

して、そのときにいろいろな仕事の量があると思うのですね。どういうふうにしてやって

いけばいいのか、さっきの「ハンズオン」という言葉がありましたしね。結局、人を増や

していっても、管理してきて、結果としてまた変な仕事量が増えても意味がないところが

ありますから、本当に何が必要なのかとか、現場の声が十分上がっていくような仕組み等々

大事かなと思って、一言で言うと、「現場／現実主義」（※資料上では現場/現物主義）と

いうことと言葉のバックにあるところは何なのかをよく分かってあげないと、現場の人が

困るのではないかと思ったのですけれども、更田委員長との意見交換で大体分かってきた

ところがあるのです。 

 もう一つ、気になったのは、「事故トラブルが発生しなかった事例」（６ページ）とい

うのが１つ挙がっていますね。フランジタンクの解体のところ等々で、うまくいった事例

というのは、これ以外に何かないのですか。 

○小野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／廃炉・汚染水対策最高責任者 

 東京電力の小野でございます。 

 これは一つの事例でございますが、基本的に「カイゼン」というのはいろいろなところ、

いろいろな作業で行ってございます。カイゼンをやった中では、トラブルとか、そういう

ものは挙がってきてございません。先ほどの更田委員長のカイゼンてどうなのだという話

にも触れますけれども、現場の監理をする、現場のいろいろな設計をするという人間は、
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自分が担務している仕事がどういう成り立ちで、どのタイミングでどんな作業があるのだ

とか、その作業においてはどんな危険性があるのだとか、場合によったら、どんなことを、

放射線被ばくもそうですけれども、いろいろな面で、多分、それぞれにきちんと押さえな

ければいけないと思うのです。そこのところがきちんとできているところは、基本的に大

きなトラブルというか、トラブルはないのですよ。カイゼン活動というのは、そこら辺を

きちんと、我々もそうですし、（協力）企業とも一緒になって認識をするという活動がベ

ースにありますので、ここで一つの例として挙げたのはそういう意味で、カイゼン活動を

やっているところは、今まで確かに基本的にトラブルが見られていないので、我々として

は、それを分析していた中で、やはり現場のことをよく知っている、自分の仕事がどんな

形で成り立っているかをよく知っている人間、その人間が監理している現場というのはト

ラブルがないということだと私は思っています。 

 ですから、当然ながら、そういう人間というか、そういうふうに現場の人たちにはトラ

イをしてもらいたいし、そのトライをする中で、一つの方法として、カイゼン活動という

のは手段ですから、目的ではございませんので、そのカイゼンの中でいろいろなやり方を

我々は教えてもらいますので、一番効率的なやり方を我々は学びながら、現場をしっかり

我々として把握していこうというのがカイゼン活動と認識しています。この活動は、私は

今後もしっかりやっていくべきだとは思っています。 

○更田委員長 

 今の、どうしても、小野CDOの今おっしゃったのも、「現場を鍛える」としか聞こえない

のですよ。それから、「そういう人間だったら」っておっしゃったけれども、事故なり、

トラブルなり、ふぐあい不具合を起こしてしまった現場に対して、「もっと鍛えるから」

というシグナルを送るのですか。 

○小野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／廃炉・汚染水対策最高責任者 

 私の言い方が間違っていたかもしれませんけれども、「もっと鍛える」と私は言ってい

ません。私が監理員のときに元々求められていたことをもっと効率的にやろうと言ってい

るということです。 

○更田委員長 

 そうすると、現場はどう負荷が下がるのですか。 

○小野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／廃炉・汚染水対策最高責任者 

 現場は、場合によったら、特に今、担当者はラインでやっていますので、現場の監理を

しながら物の設計をしたりということが当然起こっています。そうするとどうしても仕事

が重なってしまうような場合があるとすれば、そこはやはりその人間の負荷になります。

ですから、我々は、それはやはり解消したいというのがあって、それは一つの組織論にな

りますけれども、設計をやる部隊と現場監理をする部隊を今回、明確に分けようと考えて

います。そういう形で、現場の監理に集中できる体制、設計に集中できる体制、そういう

ものをきちんと作っていきたいと考えています。 
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○更田委員長 

 フランジタンクの解体のように被ばくを伴う現場のことを取り上げているのではなくて、

カイゼン活動と言いますけれども、双葉線の接地ミスに対して、これは現場の能力不足と

いうのが結論ですか。 

○小野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／廃炉・汚染水対策最高責任者 

 「能力」という言葉を私は使いたくないのですけれども、現場の、要は把握不足と言っ

た方がいいと思います。要は、うち（東京電力）の現場の担当者が（協力）企業とよく相

談というか、（協力）企業とよく意見交換をして、情報交換をして、それでどういう現場

の状態になっているかというところの把握が十分できていなかったのだという認識を持っ

ています。 

○更田委員長 

 その解消策は。 

○小野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／廃炉・汚染水対策最高責任者 

 解消策は、カイゼンということになってしまうかもしれませんけれども、やはりきちん

と（協力）企業と議論をして、現場がどういう状況になっているかということをきちんと

把握する。ある意味、それが一番大事な解消策、対応策だと思っています。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 少し私から補足させていただきますけれども、先ほど田中委員からもいただきましたよ

うに、一個一個のプロセスで、現場確認する人、これは設計する人、発注する人というこ

とではなくて、一緒に現場に入っていくという姿勢なのですね。だから、現場でリスクを

お互いに確認して、これはこういう対処するねと。今の双葉線の例も、恐らく、どういう

段取りで工事をするのかを現場でしっかりと確認を、お互いに相互にした上で、その段取

りができている状態を作っていくというのが、設計の段階、早い段階から現場を視認して

やっていくことが非常に重要だと考えていて、恐らくこれまでは、いろいろ企画して設計

して、それをまた次の工程に持っていったときに、文書のやりとりというのが、机上の検

討が多くなって、その度に伝わっているかどうかもなかなか確認されていないような状態

があったと思うのですけれども、フランジタンク（の解体）の例を言いますと、私も何回

も現場に行きましたけれども、みんなでとにかくリスクの状態を共通で把握して、こうい

うふうに変えていくのが重要だよねということを一回目で見て確認した上で、そのプロシ

ージャーについて妥当性を後で検証していくというプロセスを踏んでおりますので、一人

に、誰かに寄せるということではないと考えております。 

 あと、先ほど「能力」という言葉を使って大変恐縮だったのですけれども、例えば、３

号機のオペフロの例でも、プロジェクトマネジメントをしている人間に適切に、結局はシ

ステム工学なので、プロジェクトマネジメントの専門家というよりは、さまざまな部位に

至る品質までチームアップをしっかりとしてあげて、まさしく更田委員長がおっしゃるよ

うに、しっかりとリソースを増強して、それで全体的に品質に対しての穴がないかを見ら
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れるような体制ができていなかったかというと、そのとおりだと思いますので、そういっ

た意味での初動からのいわゆるチームアップ能力補完というのが重要だと申し上げたわけ

で、ある一人に、「君の能力をとにかくどんどん鍛えなさい」ということを申し上げてい

るつもりではなく申し上げました。 

○更田委員長 

 私も個人の能力という言い方をしているわけではないですけれども、現場の能力です。

それから、小野CDOは「能力」という言葉は使いたくないとおっしゃったけれども、きちん

と確認して、情報を見て、意思の疎通をとってと、それはまさしく私は能力だと思います

けれども。 

 余り長い表現をとりたくないですけれども、どうしてもこれは「現場を鍛える」としか

聞こえない。そうではなくて、今、小早川社長が言われたように、リソースの投入なので

すよ。私たちは明確にリソースの投入を求めているのであって、更に言えば、現場に送っ

てほしいシグナルというのは、兵力が増えるから、仲間が増えるからというシグナルを明

確に送るべきだと思っていて、現場、それからその管理する、プロジェクトマネジメント

というおっしゃり方をするけれども、組織の引締めとか、鍛えるというのは決して本当の

最前線に対して前向きのインセンティブを与えることにならないと思うのですけれども。

それが申し上げたかったことです。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 十分心得ます。非常に重要な御示唆をいただいたと考えます。基本的に、一回しっかり

中身を分析した上で投入するというのが重要だと考えて、今日、さまざまな、我々なりの

分析をさせていただきましたけれども、基本的には、不足しているという部分に対してし

っかりと人を増やしていくから安心して仕事をしていただくということだと、基本的に更

田委員長がおっしゃっていることと、私どもが取り組もうとしていることは一緒だと考え

ておりますので、今日いただいたアドバイスも含めて、現場に安心して仕事をしていただ

けるようなメッセージをしっかりと込めていきたいと考えます。御指導ありがとうござい

ます。 

○山中委員 

 更田委員長、あるいは田中委員からお話ありましたように、私は極めて重大なトラブル

がいろいろな形で出てきていると。３号炉の燃料の取り出しについては、そのものが遅延

してしまうようなトラブルが続発している。電気系のトラブルですよね。さらには、関連

するような電気系のトラブルも多発している。地下水、サブドレンのトラブルも多く起き

ているということで、現場の検査官ともお話をさせていただきましたし、昨年、現場を見

させていただいて、がれきの整理とか、汚染の除去というのは確かに進んではいるのです

けれども、現場の作業というのはまだまだ厳しい状況であるなという、そんな印象を受け

ました。 

 今回、小早川社長からカイゼン活動というものを報告受けたわけですけれども、更田委
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員長、田中委員から出ている人の話ですね、人員。私は、加えて資金が本当に投入が十分

なのかなという、ここが心配な点です。 

 あるいはおっしゃられているカイゼン活動と呼ばれる活動で、本当に必要な、あるいは

適切な人員あるいは資金がきちんと把握できるのかどうかという、その点を教えていただ

きたいのと、もう一つ、印象ですけれども、民間企業がよくカイゼン活動と言われるので

すけれども、通常の、普通の民間企業がやられるカイゼン活動と、福島第一原子力発電所

のようないわゆる原子力の事故が起きた現場の活動のカイゼンとは違うし、「カイゼン活

動」と呼ばれると極めて私は違和感を覚えるのです、印象として。 

 １点質問は、資金と人員が適切なカイゼン活動で把握できて、投入できるのかどうか、

そこを１点だけ簡潔にお答えいただければと思います。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 基本的にカイゼン活動の有無にかかわらず、必要な資金は必ず投入するということです。

私どもの方でも、カイゼン活動をやっているときに、むしろ安全に対してここが不足して

いるということであれば、しっかりそこは追加するとか、段取りの中でしっかりとお金を

払っていくということも含めてカイゼン活動の中で見ておりますので、むしろ安全性や品

質は向上する方向に、これ、山中委員がおっしゃるカイゼン活動の世の中のものは、ある

種、コストダウンのみに傾注していくということを御指摘いただいていると思うのですけ

れども、私は安全の改善も、それから、品質の改善も、カイゼン活動という、現地・現物

から見てしっかりと中身を見ながら適切に仕事の標準化をしていくという、この取組自体

のやり方は共通なのだけれども、特に原子力事業については、安全、品質ということを高

める要素があるのだったら、そこにもお金やリソースの投入というのはいとわずやるとい

うことも含めて、これは申し上げています。 

 また、特に、少し３号機オペフロの話に戻るのですけれども、あのときにやはり標準化

が非常に重要だと感じまして、例えば制御ケーブルにしても、特殊なケーブルだと、もし

何かトラブルがあったときに代替品がないとか、あのときも苦労したのは、あのケーブル

のジョイントコネクタを作っているのは海外のメーカーであったりとか、非常に、確かに

制御ケーブルなので、いわゆるメタルケーブルではあるのですけれども、どういうもので

標準にしておけば、いざというときに代替性が利くかみたいなものもカイゼン活動を通じ

てやっていくことによって、かなりのところでとれてくると感じておりまして、できるだ

けそういうことをやることによってリスクを低減していくとか、あと、先ほど更田委員長

からおっしゃいました、本当に必要であれば人を投入するのですけれども、やはり1Fの現

場は特に無駄な被ばくはさせたくないというのもこちら（経営層）の気持ちとしてござい

ます。なので、ある短時間の中で、特に線量の高いところでの作業を伴うようなものにつ

いては、非常に段取りよく進めるということは非常に注意を払って業務設計しております

ので、そういった意味で、今、世の中のカイゼンの一面、コストダウンということだけで

はなくて、品質向上の改善があったり、それから、安全性向上の改善があったりというこ
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とも含めて我々は捉えていると御理解いただければと思います。 

○山中委員 

 必要な人員、資金はこの（カイゼン）活動の中で適切に増強もしていくのだという、そ

ういう理解でよろしいでしょうか。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 結構です。必要であれば必ず増強いたしますし、逆に言うと、先ほどから少し申しまし

たけれども、情報の伝達のプロセスとか、ある種、机上であっても、無駄なプロセスとい

うのはやはり省いていくというのも、これは重要だと考えております。全体の中では、や

はり最終的に品質を担保するにはどうすればいいかというのを経営と、それから、現場が

一緒になって考えていくという、まず、そういうプロセス自体がこのカイゼン活動の根幹

にありますので、これは、私は是非定着していきたいと考えております。もしいろいろな

お気付きの点があれば、御指導、御指摘いただければと思いますけれども。 

○伴委員 

 本日の資料、それから、説明を伺って改めて感じたことは、やはり東京電力はこういっ

たことを非常にきれいにおまとめになる。ここに書かれていること、おっしゃったことは

うそだとは思いませんけれども、一方で、触れられていないところがある、あるいはオブ

ラートに包まれてしまっているところがあるのではないかというのが率直な印象です。 

 今日のお話だと、プロジェクトの設計ですとか、監理のやり方がもっと改善されれば、

いろいろな問題は少なくなるだろうという、そういうメッセージだったと思うのですけれ

ども、プロジェクトを進めるに当たって一部の者に業務とか負荷が集中しているとおっし

ゃったのですけれども、そんなレベルではなくて、もっと基本的なところでもやはり人手

が足りていないという状況を私たちは検査官から聞いています。 

 例えば、防災安全の部門があると思いますけれども、あるときに検査官が防災安全のグ

ループマネジャーに質問したというのです。業務量に対して適切に人員配置されているか

という率直な質問をしたのです。それに対してグループマネジャーは適正であると答えた

そうです。同じ質問を防災安全のグループマネジャーの下にいるチームリーダーに質問し

たら、業務量が多くて、一人で抱え込んでいて、とても処理できないという、そういう答

えが返ってきた。 

 なぜグループマネジャーとその直轄のチームリーダーの間でここまで答えが違うのです

か。これはもう本当に如実に人手が足りないということを表していると私たちは思ってい

ます。だから、本当に現場の最前線に近いところの人たちのそういう負荷というか、声が

上まで伝わっているのでしょうか。そこはいかがですか。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 後ほど小野CDOからも補足させていただきますけれども、事実として、やはり1Fはどんど

んプロジェクトが進んでいく中で、今、1FもKKもそうなのですけれども、先ほど申したよ

うに全社でカイゼン活動をしていて、そこで出てきたさまざまな技術者をまた転属替えし
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て1Fの方を増員したりとかということもしてきましたし、これは当然、旧・パワーグリッ

ド・カンパニー（現・東京電力パワーグリッド）のような電気の専門部隊とか、あと、火

力（発電所）の部隊からも人をシフトしてやってまいりました。 

 それでもこういった事象が起こっているので、先ほど更田委員長に繰り返し申している

とおりに、やはり人手不足だろうという認識をして、要員を増強するという我々の結論に

至ったところでございます。 

 カイゼン活動に全部ひも付けるというわけではなくて、全ての業務に言えることなので

すけれども、やはり忙しいという声は、これは各所から聞かれます。これは別に原子力に

限った話ではなくて、すべからくさまざまなシステムの変更があったりとか、業務の変更

があったり、もしくは特に1Fは今までどおりのことをやるというよりはどんどん新しいこ

とが生じますので、多忙で忙しいという声は聞かれます。 

 そこのプロセスも含めて、よくよくヒアリングして、対話して何がということに踏み込

んでいかなくてはいけないのだろうと今日は改めて感じました。直接私はマネジャーとか、

担当の方との本件に関しての会話というのはまだできておりませんので、今日いただいた

お話も含めて、しっかりきちんと現場に入って、話を、今日いただいた現場へのメッセー

ジということ、もしくは仕事の中身をどのように見ていくかということも含めてしっかり

と対応してまいりたいと思います。 

 小野CDO、よろしいですか。 

○小野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／廃炉・汚染水対策最高責任者 

 今の御指摘です。防災安全のところの話です。確かに一部の人間に仕事が集中する。こ

れは私もいろいろなところからそういう話は聞いてございます。これは防災安全だけでは

ございませんで、やはり放管部門なんかもそういう不安というか、心配というか、抱えて

いるところはございます。 

 ここのところは、これから組織改編をやれば全て済むというわけではございませんけれ

ども、我々はそういう認識は持ってございますので、当然ながら、必要な人員をそこに充

てるということをしっかり考えてまいりたいと考えています。 

 やはり体制をきちんと整えないと、我々、防災安全、特に火災とか、そういうところは

非常に重要なポイントだと思っていて、ここのところは少し仕事がやはりどうしても遅れ

ているというのは私としても認識しています。それの原因は、いろいろ聞いていくと、や

はり一人の人間に全部、できる人間に集中してしまって周りが動いていないという環境も

ございますので、そういう環境はしっかり改善してまいりたいと思っています。 

 それから、もう一つ、例えば、これから1Fの場合は、α核種みたいなものの測定みたい

な、特に分析業務ですよね、そこのところが非常に重要になってくる場面がございます。

これはやはり1Fの廃炉が進んでいくに従って、どういう技能を持った人間がどういう数要

るかというのは変化をしていくと思います。その変化を、しっかりと先を見据えて、その

変化をしっかり我々は捉えて、人材の育成、場合によったら外部からの人材の確保、そう
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いうことも含めてしっかりと人材、マンパワーを含めた確保には努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○伴委員 

 多分、定性的にはそういう答えになるのだと思いますが、先ほど来問題になっている「カ

イゼン」というキーワードなのですけれども、もちろんカイゼンというのはいいことです

し、恐らくこれの目指すところは、「ムリ、ムラ、ムダ」をなくそうということだとは思

います。それも決して反対するものではないのですけれども、ただ、やはり現場の検査官、

そして、検査官が担当者に聞いた答え、そういったものからは、この「カイゼン」という

ものが非常にくせ者であるという、そういう認識が伝わってくる。 

 「カイゼン」という名の下にコスト削減のプレッシャーが相当掛かっている。それで十

分な、人的なものも含めて、資金も含めてリソースが投入されていないのではないかとい

う懸念を私たちは強く持っています。 

 ですから、今日、カイゼン活動によってこういういい結果が得られましたという御紹介

がありましたけれども、一方で、それがうまくいっていないものもあるわけですよね。検

査官の認識としては、このカイゼン活動をやったことによってトラブルは必ずしも減って

いないというのですよ。だから、いい例ももちろんあるでしょう。でも、やはり物事には

両面がありますから、それによる弊害というのもあるだろうと思うのです。そこは直視し

ていただきたいし、それがないかのように振る舞うのはやめていただきたいと思います。 

 あと、もう一つ申し上げたいのは、先ほど内製化ということをおっしゃいました。これ

はしっかり現場をグリップする、東京電力自らがグリップするということで、いいことだ

とは思いますけれども、一方で、これまでアウトソースを徹底的に進めてきた体制を、逆

向きに内製化に向かうということは、現場にとってはまた負荷が掛かるということでもあ

ります。 

 特に末端で作業をする業者たちと東京電力が直接コミュニケーションをとらなければい

けない。ある意味、手とり足とり指導しなければいけないところも出てくるはずです。と

いうことは、現場に張り付ける人員は質、量ともに相当のものを要求されるということに

なりますので、内製化ということを進める以上は、単にプロジェクト管理だけではなくて、

現場監理、先ほどの防災であったり、放管であったり、そういったところに相当のリソー

スを割かなければできないということになるので、これは簡単に言えることではないと思

うのですけれども、その点、いかがでしょうか。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 そこの部分については、御指摘のとおり、時間が掛かるものだと考えております。です

が、昨年末に中長期ロードマップ（東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電

所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ）が改訂されて、我々としてもしっかりとそ

のプロジェクトを地元の皆様と、もしくは定着していただく協力会社とともに実施してい

くためには我々も踏み込んでいく必要があると考えております。時間が掛かったとしても、
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やはり1Fは我々が最後まで仕上げなくてはいけない現場だと考えておりますので、できる

だけ重層的で、これは能力を否定するものではないのですけれども、できるだけ我々とし

ても、安全管理、プロジェクト管理、プロジェクト管理というのは、机上の管理ではなく

て、現場監理・監督も含めてできるような体制に、これは我々だけではなくて、我々の100％

子会社であったりとかというところも含めて取り組んでいく必要がまずあると感じており

ます。ただ、時間は掛かりますので、今日の明日ですぐにそれを実現するということでは

なくて、そのような方向で取り組んでまいりたいということを申し上げました。 

○伴委員 

 これで終わりにしますけれども、いずれにしても、先ほどから能力とか、いろいろな言

葉が出ていますけれども、それはキャパシティだと思うのですね。現場のキャパシティを

しっかり保つという、あるいは必要な量だけ増やすということだと思うのですが、キャパ

シティには個人の能力も含まれますけれども、やはり人数であったり、資金を投入しなけ

ればキャパシティは維持できませんので、そのことを強く申し上げたいと思います。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 承知いたしました。 

○石渡委員 

 私は別の観点から質問を差し上げたいのですが、今回の資料と、前回、平成30年５月30

日の資料を見比べますと、大きな違いがあります。それは何かというと、今回はいきなり

現場の事故・トラブルの話、それから、カイゼンの話というのが出てくるわけですが、前

回はその前に組織体制の強化とか、経営層からの改革ということがあって、特に外国人の

アドバイザーの方々の顔写真まで出して、組織体制をこのように変えていきますと、経営

層の考え方を改めますというような表明がされていたわけですね。それが今回はすっぽり

抜けています。 

 外国人のアドバイザーを含む、そういうアドバイザリーボードというようなものを作り

ますという、あるいは作ったのか、その辺がよく分かりませんが、そういう改革がどうな

ってしまったのかというのが、まず１つの質問です。 

 それから、もう一つは、先ほどから「カイゼン」という言葉がたくさん出てくるのです

けれども、例えば、今回の資料の７ページとか９ページに同じ図があって、「カイゼン」

のプロセスを循環するサークルの形で示してある図があるのですね。 

 この中に「ひょうじゅん」という言葉があって、先ほど「標準」という言葉も出てきた

のですが、実はこの「ひょうじゅん」という言葉に字が違う２つの「ひょうじゅん」があ

るのです。「表」という字が書いてある「表準」と、「標」という字が書いてある「標準」

と。 

 これは聞いて分からないですよね。どちらの「ひょうじゅん」ですかというのは、これ

は一々説明しないと分からない。こういうやり方だとなかなか定着しないように思うので

すけれども、これというのは、現場にこういうものをそのまま押し付けるといいますか、
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これをこのようにやるのだよということをそのままこの表（図）で説明しているのでしょ

うか。それが２つ目です。 

 以上です。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 前回は経営に対しての取組のお話を中心に御質問いただきましたので、NSAB（原子力安

全アドバイザリーボード）の体制強化も含めてお話ししましたけれども、現在もNSABの方々

には本当に現場にしっかり入っていただきながら、特にさまざまな基準作りですね、プロ

シージャー作りについては、本当に御協力いただいております。これは現場とともにやっ

ていただいております。 

 このカイゼンのところの言葉遣いにつきましては、これ（「表準」）は「おもてひょう

じゅん」という言い方で統一しております。これは原子力だけではなく、社内で全部統一

しています。起点は、まず、今のありのままをまずしっかりと見ようということで、理想

から語るということよりも、今、何をやっているかをまず１回図示して表してみようから

スタートして、プロセスの分解をしたりとか、作業の一個一個の段取りに対して、いわゆ

るミスの発生要因がないか、リスクがないかみたいなものを含めてやった上で再統合して

いくと。そういったことを繰り返すという作業をしております。基本的には、必ずこれを

やりなさいと、こういう手順を踏んでカイゼン活動をやりましょうという、ある種、プロ

セス的というか、には会社の中で統一した形にしております。 

 以上です。 

○牧野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／原子力・立地本部長 

 東京電力の牧野でございます。 

 少しだけ、先ほどの（原子力安全）アドバイザリーボードを含めた改革の組織について、

少し付言をさせていただきます。 

 先般（前回）説明をさせていただいた（社内の）（原子力）改革監視委員会という、大

きな3.11（2011年3月11日東北地方太平洋沖地震・津波による福島第一原子力発電所事故）

を受けた改革の全般を監視する組織として、外国人をはじめ、そこにメンバーボードとし

ていますし、その下で、（原子力安全）アドバイザリーボードと先ほど小早川社長からあ

ったのは、むしろ現場の例えば我々が進めているマネジメントオブザベーションという形

で、現場でどういった点を見るのが効果的なのかとか、そういったものをアメリカの経験

を生かしながらサポートしてもらうような仕組みは、これももちろんしっかり今も続けて

いる状況ですし、もう一つは、先ほど、もう一つはよく出てきますNSOOといわれる（原子

力安全）監視室、こちらの方は内部監査を原子力安全の観点からきちんと見ていく。こう

いったポイントとなる３つの組織、仕組みはしっかり今も機能していて、節目、節目でレ

ビューをいただいて、我々に改善のオファーをしていただいているという状況でございま

す。 

○石渡委員 
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 我々の原子力規制委員会も（原子力規制）国際アドバイザーがいらっしゃって、毎年１

回か２回そういう話を伺って、まさに改善につなげていこうと。現在、まさに今週から来

週にかけて（IAEA（国際原子力機関）の）IRRS（総合規制評価サービス）の方々に来てい

ただいて、実際にいろいろな細かいところまで見ていただいていると、評価をいただいて

いるところなのですね。 

 御社の前回の会合（原子力規制委員会での意見交換）はもう２年半前なのですけれども、

何か成果があったのであれば、資料にきちんと書いていただいた方がいいと思うのですね。

前回、このようにやりますということを表明されたわけですから。ということは、余り大

きな成果はなかったということなのですか。 

○牧野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／原子力・立地本部長 

 御質問の内容ですけれども、大変さまざまな形で成果は出ております。例えばNSABでご

ざいましたら、例えば、我々もWANOのコーポレートピアレビューですとか、発電所の（ピ

ア）レビューをいただいております。その中で、当然、火災防護が少しまだ弱いねとか、

そういったところは指摘もいただきながら是正を進めているところですけれども、よりア

メリカではこういうやり方をやっているよとか、ヨーロッパではこういうことをやってい

るよということで、あらかじめ自己評価をするわけですけれども、そういったところの自

己評価のやり方ですとか、あるいはその後、フォローアップをどのように進めていけばい

いのかとか、そういった、やはり当事者であるとなかなか視点が偏狭な状態になってしま

う。そういったところの視線を広げてくれる、あるいはベンチマーク情報をふんだんに提

供してもらって、我々は具体的に何をすればいいのかというのをついぞサポートしてくれ

ています。ですので、正直、（発電所の）ピアレビュー、それから、コーポレートピアレ

ビューもスコアが改善しているという現実はございますので、客観的な要素として改善は

認められているという状態でございます。 

○石渡委員 

 私からは以上にします。 

○更田委員長 

 とても時間が足りそうにないので、少しスピードアップしたいと思います。 

 まず、１点目（「１．福島第一原子力発電所のトラブルへの対応」）に関しては、これ

は速記録を確認すれば、先ほど伴委員の質問の前に小早川社長は明確におっしゃったと思

いますけれども、現状は人手不足にあると認めて、そして、必要な東京電力社員の数は増

やしていくということを約束されたと受け止めてよろしいですね。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 （首肯） 

○更田委員長 

 それを明確にしたいと思います。 

 時間からいうと、その他の点についてもなのですけれども、７項目（「２．原子力規制
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委員会に回答した７項目への取組み」）というのは、これは柏崎刈羽原子力発電所６、７

号機の設置変更許可の判断をするに当たって、小早川社長においでいただいて、これは原

子力規制委員会にという、形式上、手続上は原子力規制委員会に対してだけれども、一種、

社会に対する約束ですよね。 

 そこで、ここで書かれていない、新しく聞こえるかもしれないけれども、とても大きな

ことは、東京電力福島第一原子力発電所の今の廃炉作業では、放射性物質の、放射線を出

す物質のインベントリ、総量ですね、これをなるべく不安定な状態から安定な状態にしま

しょうというのを、今、廃炉作業と呼んでいるわけですけれども、ただ、気体廃棄物、液

体廃棄物として環境に放出されない限りは、気体廃棄物は放出されているわけですけれど

も、ものを除いたら総量は変わらないわけですよね。 

 意図してためていない形で滞留してしまっているものを、滞留水から貯留水に変えまし

ょうと。それから、水の状態にあるものは、きちんとこし取って少しでも安定なものにし

ましょうと。これを今、廃炉作業と呼んでいるわけですけれども、廃炉をやり抜くという

のは、今度は総量を減らしていかなければいけない。 

 １つは、現在はいわゆるALPS（多核種除去設備）処理済水の問題が非常に大きな判断と

いいますか、それに向けて議論が進められているけれども、これから先、どうしても今、

それから、もう一つ申し上げると、どうしても炉内調査であるとか、炉心溶融デブリの取

り出しといったものの技術に焦点が当てられるけれども、もっと恐らく困難になるであろ

うことは、整理した、片付けして管理できる状態になった放射性物質ですね、新燃料、そ

れから、使用済燃料、それから、廃棄物、汚染物も含んで、これをどうするのだというの

が出てこないのですよね。 

 トリチウムが主に含まれているものという処理済水の処分でこれだけやはり大きな議論

になる。新燃料、それから、使用済燃料、これはプールの中にあるよりは乾式に置いた方

が安定だろうということで乾式に移すのでしょうけれども、乾式に移してそこで終わりで

はないですよね。どこかに出ていかなければいけない。廃棄物についても、どこかへ行か

なければならない。 

 これひとつひとつが軽く10年なり15年（掛かる）、もっとかもしれない。御理解をいた

だいて、同意を得て。通常の事故を起こしていない発電所から出てくる廃棄物や、事故を

起こさないで解体すると決まった発電所の廃棄物ですら、その行き先は大きな問題になっ

ているけれども、福島第一原子力発電所の廃棄物も、これはきれいに片付けて中に置きま

したというところで、やり抜いたことにはならないですよね。これは今からもう努力をさ

れているのですか。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 基本的には難しい問題だとまず考えております。中長期ロードマップの改訂に従って、

こちらもステップ・バイ・ステップで精度を上げていくということをまずしっかりと進め

ていくことが重要だと考えております。 
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 まさしく福島第一原子力発電所の最終形もそうですし、今後の処分方法についても、こ

れ自体は、やはり国もそうですし、さまざまな関係者と御相談しながら進めていくという

必要があると思いますが、現段階でまだ、更田委員長がおっしゃったように、顕在化した

リスクを、まずは、例えば、燃料棒を取り出すとか、デブリの状態も調査していくという、

そういう段階にありますので、更田委員長が御指摘の部分もやはり我々としてはしっかり

と検討していく必要があると思いますけれども、まずは当面10年間、しっかりとまず現場

のリスクを低減していくことが重要だと私は考えております。 

○更田委員長 

 私は、長期的に取り組まなければならないということと後送りにするということは全く

別だと思うのですよね。長期的な問題であるから、それは後から手を付ければいいという

ものではなくて、時間が掛かるものだからこそ始めておく必要がある。 

 それから、今おっしゃった福島第一原子力発電所の中をきちんと安定した状態にすると

いう努力と、それから、廃棄物の行き先を探すという努力はバッティングしませんよね。

めちゃくちゃな人手不足でもない限りはバッティングしなくて、並行して進められるはず

ですよね。更に言えば、それは現場というよりは、むしろ経営層の仕事ですよね。 

 少し具体的な取組があってもいいはずなのですね。例えば新燃料もそうだし、使用済燃

料も、東京電力は、出資しているRFS（リサイクル燃料貯蔵）もあれば、柏崎刈羽原子力発

電所もあれば、2Fもあるわけですよね。もちろん御地元の話もあるだろうし、簡単な話で

はないのは承知していますけれども、努力を始めないことには始まらないですよね。 

 私は、今の廃炉作業をどこかへ寄せてこちらに取り組んでくれと申し上げているのでは

なくて、並行できるはずの、並行して進められるはずの努力について申し上げているので、

これは「まずは、10年間は安定化に」とおっしゃるけれども、それと並行して新燃料、使

用済燃料、廃棄物、これは今から努力をするべきだと思いますし、それから、東京電力こ

そが明確にどこかへ行かなければならないのだと言わないと、発信しないと。 

 しかも、福島第一原子力発電所から出てくる廃棄物は通常のものではなくて、規制側だ

って備えなければならないかもしれない。例えば、プロセス主建屋に、最初はどうしても

汚染水を持っていくところがなかったから、投げ込みましたよね。そこで少しでもこし取

ってくれればといってゼオライトの土のうに詰めて投げ込んだけれども、今、それに今度、

取りに行こうとすると、もうちかちかの状態だから、水を抜くわけにもいかなくて、張っ

てあると。でも、それもいずれ取り組みますと。でも、そこから出てきたものを、HIC（高

性能容器）のようなものに入れるのか、何に入れるのか、とにかく容器から考えなければ

ならない。 

 1Fスペシャルの容器は（1Fだけに認める容器ならば）、これは実施計画の規制ですので、

1Fの中に置いておく分には私たちもそれはフレキシブルに認可することができるけれども、

それがどこかへ行くとなったときには新たなルールメーキングも必要だし、それを今、既

にある容器でもって、ないしは保管方法でもって管理できるわけではなくて。これは、廃
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棄物ものというのはなかなか、今、中を安定させる取組のことばかりおっしゃるけれども、

今から取り組まないと軽く20年、30年掛かると思います。何か具体的な取組はないですか。

新燃料、使用済燃料ぐらいはあるのではないですか。 

○小野東京電力ホールディングス株式会社常務執行役／廃炉・汚染水対策最高責任者 

 御指摘のとおりです。新燃料に関しては、今、1Fの６号機の中でやっていますけれども、

これをばらして、要はバンドルになっているものをばらばらにして、また加工工場の方に

持って帰るということをやろうということで道筋は付けてございます。 

 ただ、まだ使用済燃料とか、特に廃棄物に関して今後どうしようかというのは、我々と

してまだ手についているところではございませんけれども、これも更田委員長がおっしゃ

るとおり、20年も30年も後からになっていよいよ検討を始めるということでは全く間に合

いませんので、そこら辺は十分我々も考えながら、本当に議論を近々始めていく必要があ

るのではないかなとは思います。 

○更田委員長 

 私は、地元に対して、福島県に対して正しい状況、例えば東京電力福島第一原子力発電

所の廃炉に係る（特定原子力施設）監視・評価検討会、原子力規制委員会発足直後からや

っていますけれども、そこで本当に最初に東京電力に対して申し上げたメッセージは、で

きないことはできないと言ってくれと。今、どういう状態にあるのかと。正しい見通しを

やはり言うべきで、例えば30年とか40年、この期間についても、私は、これはもう今の時

点ではこうとしか言いようがないのだろうと申し上げていますけれども、では、この30年、

40年の間でどこまで（やれるのか）。 

 これは、安定化ということに関しては盛んに語られているけれども、廃棄物について語

られていないのですよね。 

 繰り返しますけれども、私たちの立場としても、廃棄物をどうするのかというのは、少

なくとも努力が進んでいるということ、どこかと話をしている、何かを考えているという

ことが発信されないと、やり抜くことにならないので。今はできること、大変難しいけれ

ども、何とかできるだろうということについては語られているけれども、もっと難しいの

は、放射性物質は形を変えたところでなくなりはしませんので、必ずどこかへ行くわけで

すよね。 

 だから、私は、それに対する発信がされていないし、また、ALPS処理済水の処分に関し

ても、初めてですかね、２回目ですか、忘れましたけれども、小早川社長にお目に掛かっ

たときに、なぜ東京電力自身が処分方法についてきちんと語れないかと迫ったことがある

のですけれども、またこういうものが繰り返されるのは、私はよくないと思っていて、東

京電力自身が廃棄物について、全くもう今ほぼ手つかずの状態ですというのであれば、手

つかずの状態だと言うべきだし、どこだって受け入れられ難いものについて、何とかしな

ければならないことなので、これはまずはトップマネジメントが取り組むべき話なので、

是非まずとにかく手を付けていただきたいと思います。 
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○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 御示唆の内容は今後検討してまいります。 

 あと、今のに関連してですけれども、確かに事故の非常にハイレベルのものだけではな

くて、事故後にいろいろ組み立てたりなんだりした、フランジタンク（の解体）なんかも

先ほどのように（「１．福島第一原子力発電所のトラブルへの対応」のように）一例です

けれども、ある種、除染してリサイクルできるものは適切にリサイクルしていくことも重

要だと考えていまして、そちらの検討は、やはりスペースも限られているので、そのスペ

ースを効率よく使っていく観点から検討しております。 

 私どもとすれば、これは一般廃炉もそうなのですけれども、まずは最終的に処分しなく

てはいけないものではなくて、リサイクルできる範囲のものというのはどんどん積極的に

取り組んでまいりたいと、今、ここは本当にまずは減量化していくということが重要だと

考えておりますので、またこれは時を改めていろいろ御相談させていただければと思いま

す。 

○更田委員長 

 その取組については何度かお話を伺っていて、解体したフランジタンク等々、中で溶か

せればとか、外へ出せればという話ですけれども、クリアランスも含めて、物が、これも

同意をいただく、御理解をいただくプロセスで、これこそまさにまた私は小早川社長の仕

事だと思うけれども、1Fから出せるものは出していかないと。それはいろいろな形を変え

るかもしれないし、放射性物質はできるだけ除くということは。だけれども、「できるだ

け」なのですよね。 

 やはり物が出ていかない現状ですると、また廃炉作業は暗礁に乗り上げるので、これは

東京電力自身が一人称で語って、そして、関係の方々に御理解をいただくということだと

思いますけれども、とにかく外へ出していくということに関して、具体的な取組をまず始

めていただきたいと思います。 

○田中委員 

 更田委員長が言われたことと同じようなことを言おうかと思ったのですけれども、先ほ

どの話で、小早川社長の方から「最終的に仕上げなくてはならないのだ」ということの発

言があって、大変私はこれは重要なことだと思うので、最終的というのはどこまでが最終

かというのはあるのですけれども、いろいろとこれから廃炉措置が進んでいくときにはた

くさんの作業が出てきますし、また、中でもいろいろな機器の経年劣化対策もあるし、そ

れから、分析しなければいけないし、分析するときもあそこで本当にできるのか。場合に

よったら別の研究機関に持っていかなければいけないとか、いろいろな問題があるので、

私が何を言いたいかというと、本当に総合的に、全体的にどのような考えで何をしたいと

思うのか、そこを説明していただかないと認識できないし、また、将来的には廃棄物の問

題もあるし、それから、燃料デブリを取り出して、それをどこで分析し、また、どのよう

に保管するのか等々あると思います。 
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 これはアメリカのTMI（スリーマイルアイランド事故）の例を見ても、彼らはかなり苦労

して、議論、議論、議論して、結局、取り出したものはアイダホに持っていったのですか

ね。そうすると、これは早い時期から何が大事かを検討しておかないといけなくなってく

るかと思いますので、何を言いたいかというと、やはり総合的なところで、どのように将

来を考えていって、どうするのだということを言っていただきたいなと思いますね。 

○更田委員長 

 多分、小早川社長は忙しくて、余り時間を延ばすこともできなくて、あと５分になって

しまったので、項目だけ。 

 １点短く済ませますけれども、私たちは今、事故分析を進めていて、事故分析を進める

中で、内部構造であるとか、個々の部品の情報を把握しなければならないのですよ。別の

電力会社に、例えば、あるコンポーネントの図面を下さいと言うと割とクイックに出され

るのだけれども、東京電力にお願いすると、やはりメーカーとの間の知的財産に係るうん

ぬんかんぬんでなかなか図面とか詳細情報がもらえないので、これはもちろん知的所有権

は製造者にあってというところで、難しい問題はあるのでしょうけれども、例えば、今、

SGTS（非常用ガス処理系）のグラビティダンパについて漏えいが疑われるので、仕様であ

るとか検査要領書であるとかというのをお願いをしているのですけれども、できるだけ頑

張って早く入手できるように御協力くださいというのが１点。 

 もう一点は、新検査制度を始めるに当たって、私たちは制度をそろえたり、いろいろ取

組をしていますけれども、一つできていないのは、これはROP（原子炉監督プロセス）と直

接関連するわけではないけれども、米国でできているINPO（米国原子力発電運転協会）の

ピアレビューの結果に検査官がアクセスする。これはコピーをとったり、写真を撮ったり

してはいけないのだけれども、読むことはできるのですよ。 

 検査官が入っていってINPOが行ったピアレビューの結果を見て、例えば改善、CAP（是正

処置プログラム）ですね、Corrective Action Programがきちんと進んでいるなと。INPO

の指摘によってきちんと改善が進んでいるとなると、今度は規制当局であるNRC（米国原子

力規制委員会）はそこで感触を持てるわけなのですよね。これはきちんと進んでいるから、

規制当局が改めて深掘りすることもないと。その逆もあるでしょうけれども。 

 ですから、事業者の組織でやる、管理するところのピアレビューの結果を、国の規制当

局の検査官がそれを見るというのは双方にとって価値のあることなのだけれども、これが

実現しないのですよ。 

 これはなぜ実現していないかというと、私たちとJANSIの間でMOU（覚書）を結ぼうとし

ているのだけれども、これが進まない。進まない理由というのは、１つは、彼らは盛んに

WANO（との関係だ）と言うのだけれども、WANOは関係ないですね。まず、JANSIが主体的に

規制当局とそういったMOUを結ぶためには、全電力会社の了解をもらわなければならないし、

それから、全電力会社とJANSI、それから、JANSIと私たち（原子力規制委員会）、それか

ら、私たちと電力会社との間の、ある意味、信頼関係の問題なのです。 
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 これは実はかなりの長期間にわたってスタックしていて前へ進まないけれども、本件に

ついて、今日はもう時間がないけれども、まだNRA（原子力規制委員会）、原子力規制庁を

信用できないから、ピアレビューの結果は見せられないというのだったら、そう言ってほ

しいし、見せてもいいというのだったら、そう言っていただきたいし、WANOとか何とかの

余計な理由を引っ張り出してMOUが進まない状態が続くのは、もう私はほとんど限界に来て

いるので、各電力会社にとにかくNRAが信用できないというのだったら、そう言ってもらう

し、それから、見せても構わないというのだったら、そう言ってもらうしというのを、ま

た別の機会ですけれども、直接的に伺おうと思うので。 

 ごめんなさい、いつも（の事業者の経営層との意見交換の原子力規制委員会では）そち

らから（事業者側から）何かありますかと言っているのだけれども、もしお時間があるよ

うでしたら。私たちはまだ後ろは大丈夫ですけれども。 

○小早川東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長 

 本当に本日はいろいろ御指導いただきまして、ありがとうございました。 

 特に一番初めのリソースの部分は、我々もいろいろ分析したことを申しましたけれども、

基本的には足りていないということに対して、しっかり手当てしていくということを申し

上げたつもりでございます。 

 今日、更田委員長をはじめ皆様から頂いた、本当に我々の少し表現の仕方が誤ると、ま

た現場にプレッシャーになったりとか、生産性を落としたりとかということにもつながり

かねないということも十分認識しましたので、そういったことも含めて丁寧に対応してい

きたいと思います。 

 それで、２点、まず1Fの方なのですけれども、常々、更田委員長が御視察いただいたと

きもおっしゃっていただいていますけれども、やはり現場の状況がどんどん変わっており

ますので、現場の状況に合わせた管理標準みたいなものの在り方を引き続き御相談させて

いただきながら、前にも申しましたけれども、例えばLCO（運転上の制限）、これは運転を

止めろという話なのですが、これは逆に言うと、おかしいという状態をLCOというので、運

転を止めてはいけないのではないかみたいな話も、矛盾しているようなところも感じられ

ますので、本当に1Fの現場に即した適切な管理の在り方を引き続き御相談に乗っていただ

ければと思います。これが１点です。 

 それから、あと、新検査制度は本当に、先ほどWANO、JANSIの話もありましたけれども、

我々とすると、やはりリスクベース、もしくはデータをしっかりと科学的に見ながら安全

性を高めていくという、もう我々の自主的なものをどんどん高めていくということでプロ

アクティブに進めてまいりたいと思いますので、これは本当にKKでできるだけこれを実現

して、よい事例としていきたいという気持ちもございますので、さまざま今後の段取りに

つきましては、御相談に乗っていただければと思います。 

○更田委員長 

 手短にお答えしますけれども、１点目については、既に申し上げているように、法令報
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告（原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告）の在り方にしても、率直に言うと、硬直

的なところがあるので、これはきちんと見直していきたいと思いますし、これにはコミュ

ニケーションが重要だと思います。 

 ２つ目は、例えば、使用前確認に関して言うと、柏崎刈羽原子力発電所６、７号機は非

常に大きなもの、新しい制度（原子力規制検査）の下で大きな使用前検査に代わる使用前

確認という形になるので、これについても、より安全の確認の上で効果的な検査が行われ

て、それが確認できるようにという形にしたいと思いますので、これはまた。 

 なかなかこの（意見交換の）機会も、そちらが忙しくてなかなか設けてもらえなかった

けれども、いくらでも、いくらでもと言うと言い過ぎですけれども、お申し出があれば、

こういった機会はいくらでも設けますので、よろしくお願いします。 

 （委員に向かって）すみません、駆け足になりましたが、よろしいですか。 

 私は、足らざるところを認めて足すとおっしゃったというのを、明確にそのメッセージ

を出していただいたと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 本日は有意義な意見交換ができたものと思います。 

 以上で終了いたします。ありがとうございました。 

 


